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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】装置自体の消費電力を抑え、モニター画面の長
寿命化をはかるとともに、モニター画面の前にいなくて
も各種電力情報の状態をユーザーに通知することの可能
な太陽光発電システム用モニター装置を提供する。
【解決手段】太陽光発電部で発電した電力を商用電源に
連系すると共に、太陽光発電部あるいは商用電源から住
宅内の各電気機器に電力供給する太陽光発電システムに
用いられ、電力情報を表示する表示装置７０を備える。
表示装置７０は、電力情報を表示する表示部７０Ｎと、
表示部７０Ｎが非表示状態のときに、電力情報の変化を
検知しユーザーに通知する通知表示部７０Ｉとを備える
。各種電力情報があらかじめ決められた条件を満たした
場合、表示部７０Ｎが消灯状態である場合にも、各種電
力情報のＬＥＤ表示あるいは音声通知を行う。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　太陽光発電部で発電した電力を電力会社から供給される商用電源に連系すると共に、前
記太陽光発電部あるいは前記商用電源から住宅内の各電気機器に電力供給する太陽光発電
システムに用いられ、電力情報を表示する表示装置を備えた太陽光発電システム用モニタ
ー装置であって、
　前記表示装置が、
　前記電力情報を表示する表示部と、
　前記表示部が非表示状態のときに、前記電力情報の変化を検知しユーザーに通知する通
知部とを備えた太陽光発電システム用モニター装置。
【請求項２】
　前記表示部は、前記太陽光発電部あるいは前記商用電源から得られる電力情報に基づい
て表示画面を構成する表示画面構成部で形成された表示情報を表示し、
　前記通知部は、
　通知すべき前記電力情報の閾値を設定する閾値設定手段と、
　前記太陽光発電部あるいは前記商用電源から得られる電力情報が、前記閾値を超えてい
るか否かの判定を行う閾値判定手段と、
　前記閾値判定手段の判定結果に従い、前記電力情報を通知する通知表示部とを備えた請
求項１に記載の太陽光発電システム用モニター装置。
【請求項３】
　前記電力情報は、前記電力会社と前記ユーザーとの間の売買電力を示す売買電力情報、
前記太陽光発電部で発電した発電電力を示す発電電力情報、および前記ユーザーによって
消費される消費電力を示す消費電力情報の少なくとも一つを含む、請求項１または２に記
載の太陽光発電システム用モニター装置。
【請求項４】
　前記太陽光発電システムは、前記太陽光発電部で発電された電力を変換するパワーコン
ディショナを有し、
　前記通知部は、さらに前記パワーコンディショナの状態に変化があった場合に、ユーザ
ーに通知する機能を有する請求項２又は３に記載の太陽光発電システム用モニター装置。
【請求項５】
　前記通知表示部は、ＬＥＤの点灯、点滅によって前記電力情報の状態変化を通知するも
のである請求項２に記載の太陽光発電システム用モニター装置。
【請求項６】
　前記通知部は、さらに音声によって前記電力情報の状態変化をユーザーへ通知する音声
通知手段を備えた音声通知部を含む請求項２に記載の太陽光発電システム用モニター装置
。
【請求項７】
　前記通知部は、
　前記売買電力の状態変化の閾値を設定する売買電力閾値設定手段と、設定された閾値を
元に売買電力の閾値を超えたことを判定する売買電力閾値判定手段と、前記売買電力が売
電か買電か及び程度を示す売買電力ＬＥＤ表示手段と、
　前記発電電力の状態変化の閾値を設定する発電電力閾値設定手段、設定された閾値を元
に発電電力の閾値を超えたことを判定する発電電力閾値判定手段、前記太陽光発電部が発
電しているか及び程度を示す発電電力ＬＥＤ表示手段と、
　前記消費電力の状態変化の閾値を設定する消費電力閾値設定手段と、設定された閾値を
元に消費電力の閾値を超えたことを判定する消費電力閾値判定手段と、前記ユーザーが電
力を消費しているか及び程度を示す消費電力ＬＥＤ表示手段と、
　前記売買電力、前記発電電力、および前記消費電力の状態が変化したことを通知するた
めの音声通知手段とを有する請求項３から６のいずれか１項に記載の太陽光発電システム
用モニター装置。
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【請求項８】
　太陽光発電部と、前記太陽光発電部で発電した電力を商用電源に連系すると共に、前記
太陽光発電部あるいは前記商用電源から住宅内の各電気機器に電力供給する電力を管理す
る電力管理部とを備え、
　前記電力管理部は、
　前記各電力を計測して電力情報を得る計測部と、
　前記電力情報を表示する表示部と、前記電力情報の変化をユーザーに通知する通知部と
を備えた太陽光発電システムモニター装置とを含む太陽光発電システム。
【請求項９】
　前記太陽光発電システムモニター装置は、
　前記売買電力の状態変化の閾値を設定する売買電力閾値設定手段と、設定された閾値を
元に売買電力の閾値を超えたことを判定する売買電力閾値判定手段と、前記売買電力が売
電か買電か及び程度を示す売買電力ＬＥＤ表示手段と、
　前記発電電力の状態変化の閾値を設定する発電電力閾値設定手段、設定された閾値を元
に発電電力の閾値を超えたことを判定する発電電力閾値判定手段、前記太陽光発電部が発
電しているか及び程度を示す発電電力ＬＥＤ表示手段と、
　前記消費電力の状態変化の閾値を設定する消費電力閾値設定手段と、設定された閾値を
元に消費電力の閾値を超えたことを判定する消費電力閾値判定手段と、前記ユーザーが電
力を消費しているか及び程度を示す消費電力ＬＥＤ表示手段と、
　前記売買電力、前記発電電力、および前記消費電力の状態が変化したことを通知するた
めの音声通知手段とを有する請求項８に記載の太陽光発電システム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、太陽光発電システム用モニター装置および太陽光発電システムに係り、特に
ユーザーへの情報通知機能に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、地球温暖化の原因となるＣＯ２の排出量削減問題に加えて、いずれ枯渇が予想さ
れる化石燃料に対する代替エネルギーへの関心が高まり、中でも、クリーンでかつ無尽蔵
のエネルギー源である太陽光による太陽光発電システムが注目を集めている。そして太陽
光発電システムに接続して、発電電力情報など、発電状況を示すデータを表示するモニタ
ー装置が提案されている。
【０００３】
　モニター装置は、各種機器の状態を表示し、監視制御するものである。太陽光発電シス
テムで用いられる太陽光発電システム用モニター装置が表示する主な情報としては、発電
電力情報、売買電力情報、および消費電力情報がある。発電電力情報は、太陽光モジュー
ルによって発電されパワーコンディショナによって直流から交流に変換されて得られる電
力についての情報である。売買電力情報は、家庭あるいは会社などのユーザーと電力会社
との間の電力売買についての情報である。消費電力情報は、家庭あるいは会社などのユー
ザーによる電力消費についての情報である。上記発電電力情報、売買電力情報、および消
費電力情報は、計測装置にて計測された後、太陽光発電システム用モニター装置へ送られ
て表示されるのが一般的な形態となっている。
【０００４】
　上述のように、太陽光発電システム用モニター装置が表示する情報には、発電電力情報
、売買電力情報、および消費電力情報などの各種情報があり、常にユーザーが関心を持っ
ている可能性がある。ユーザーの関心を満たすために、各種情報を常にユーザーに通知す
ることが求められる。
【０００５】
　特許文献１では、太陽光発電システム用モニター装置による各種電力情報の表示方法が
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開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平１１－２２５４４２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上記特許文献１には、売買電力、発電電力、消費電力の状態を屋内で表示する技術が開
示されているが、各種電力情報の太陽光発電システム用モニター装置による表示方法とし
てモニター画面による方法が示されている。売買電力、発電電力、消費電力の表示を常に
行おうとする場合、太陽光発電システム用モニター装置自体の消費電力が大きくなる、モ
ニター画面の寿命が短くなる、モニター画面の前にいないと表示内容がわからない、など
の問題がある。
【０００８】
　本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、太陽光発電システム用モニター装置自
体の消費電力を抑え、モニター画面の長寿命化をはかるとともに、モニター画面の前にい
なくても各種電力情報の状態をユーザーに通知することの可能な太陽光発電システム用モ
ニター装置を得ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明は、太陽光発電部で発電した電
力を商用電源に連系すると共に、太陽光発電部あるいは商用電源から住宅内の各電気機器
に電力供給する太陽光発電システムに用いられ、電力情報を表示する表示装置を備えた太
陽光発電システム用モニター装置であって、表示装置が、電力情報を表示する表示部と、
前記表示部が非表示状態のときに、電力情報の変化を検知しユーザーに通知する通知部と
を備えたことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、太陽光発電システム用モニター装置自体の消費電力を抑え、モニター
画面の長寿命化をはかるとともに、太陽光発電システム用モニター装置の前にいなくても
、電力情報をユーザーに通知することができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】図１は、本発明の実施の形態にかかる太陽光発電システム用モニター装置と、太
陽光発電システム、住宅内分電盤および電力負荷との接続構成を示す図である。
【図２】図２は、本発明の実施の形態にかかる太陽光発電システム用モニター装置の外観
を示す図である。
【図３】図３（ａ）～（ｃ）は、本発明の実施の形態にかかる太陽光発電システム用モニ
ター装置の各通知時の外観を示す図である。
【図４】図４は、本発明の実施の形態にかかる太陽光発電システム用モニター装置におい
て、売買電力の閾値を設定する画面を示す図である。
【図５】図５は、本発明の実施の形態にかかる太陽光発電システム用モニター装置におい
て、発電電力の閾値を設定する画面を示す図である。
【図６】図６は、本発明の実施の形態にかかる太陽光発電システム用モニター装置におい
て、消費電力の閾値を設定する画面を示す図である。
【図７】図７は、本発明の実施の形態にかかる太陽光発電システム用モニター装置におい
て、売買電力の状態変化をユーザーに通知方法を示すフローチャートである。
【図８】図８は、本発明の実施の形態にかかる太陽光発電システム用モニター装置におい
て、発電電力の状態変化をユーザーに通知方法を示すフローチャートである。
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【図９】図９は、本発明の実施の形態にかかる太陽光発電システム用モニター装置におい
て、消費電力の状態変化をユーザーに通知方法を示すフローチャートである。
【図１０】図１０は、本発明の実施の形態にかかる太陽光発電システム用モニター装置に
おいて、パワーコンディショナエラーをユーザーに通知方法を示すフローチャートである
。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下に、本発明にかかる太陽光発電システム用モニター装置および太陽光発電システム
の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、本実施の形態により本発明が限定
されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲において適宜変更可能である。また
、以下に示す図面においては、理解の容易のため、各部材の縮尺が実際とは異なる場合が
ある。各図面間においても同様である。
【００１３】
実施の形態１．
　図１は、本発明の実施の形態１にかかる太陽光発電システム用モニター装置と、太陽光
発電システムおよび住宅内分電盤と、電気機器などの電力負荷との接続構成を示す図であ
る。図２は、同太陽光発電システム用モニター装置の外観を示す図である。実施の形態１
の太陽光発電システムでは、太陽光発電部２０と、電力管理を行う電力管理部３０とを具
備しており、商用電源１０と太陽光発電部２０とが宅内の分電盤３に接続され、エアコン
などの住宅内の電気機器４などの電力負荷４０に交流電力を供給する。そして電力管理部
３０は、太陽光発電システム用モニター装置７を備え、太陽光発電システム用モニター装
置７は、売買電力情報、発電電力情報、および消費電力情報などの各種情報を表示部７０
Ｎを構成するモニター画面である液晶ディスプレイ７１に表示する。そしてさらに、モニ
ター画面消灯時などの省エネモード時における非表示状態のときにも、最低限必要な各種
電力情報を、通知部７０Ｉを構成する各通知ＬＥＤによる表示および音声通知部８０によ
る音声によって通知を行うことを特徴とする。ここで商用電源とは、電力の製造、販売を
業とする、電力会社から電力消費者に届けられる電力および電力を電力消費者に届けるた
めの設備一般をいうが、系統電源全般を含むものとする。各通知ＬＥＤとは太陽光発電表
示ＬＥＤ７２など、符号７２～７８に示す表示ＬＥＤであるが詳細については後述する。
【００１４】
　太陽光発電部２０は、太陽電池アレイ１およびパワーコンディショナ２を備える。太陽
電池アレイ１は、複数枚の太陽電池モジュールを住宅の屋根あるいは屋上に設置し、それ
らを直列あるいは並列に接続して構成したものである。太陽電池アレイ１には、それぞれ
パワーコンディショナ２が接続されている。パワーコンディショナ２は、故障を検出して
通知するエラー通知手段２１を内蔵し、エラーが通信線８を介して電力管理部３０の計測
装置６に即時に通知されるようになっている。
【００１５】
　太陽電池アレイ１は、太陽電池モジュールを直列または並列接続したもので、太陽光を
受けて発電し、直流電力を生成する。パワーコンディショナ２は、太陽電池アレイ１で生
成された直流電力を、交流電力に変換する。パワーコンディショナ２の出力線２２は、分
電盤３に接続されている。太陽光発電部２０からの交流電流は、分電盤３内の分岐ブレー
カー３ｃ，３ｄを経由して、住宅内の電気機器４などの電力負荷４０で消費される。
【００１６】
　曇天時および雨天時など、発電電力が少ない場合あるいは、夜間など発電できない場合
には、商用電源１０から分電盤３を経由して電力が各電気機器４に供給される。上記のよ
うに商用電源１０から分電盤３を経由して電気機器４などの電力負荷４０に電力を供給す
るのが買電である。逆に、発電電力が、住宅内の電気機器４などの電力負荷４０で消費さ
れている全消費電力より多い場合は、余剰分は分電盤３を経由して商用電源１０に逆潮流
される。上記のような太陽光発電部２０から商用電源１０への逆潮流が売電である。
【００１７】
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　分電盤３は、主幹ブレーカー３ａ、連系ブレーカー３ｂ、および分岐ブレーカー３ｃ，
３ｄ、計測装置用ブレーカー３ｅを備えている。商用電源１０からの電力は、主幹ブレー
カー３ａを介して住宅内に供給され、さらに各分岐ブレーカー３ｃ，３ｄを介して住宅内
の電気機器４などの電力負荷４０に供給される。太陽光発電部２０の出力すなわち発電電
力は、連系ブレーカー３ｂ、主幹ブレーカー３ａを介して商用電源１０に連系される。
【００１８】
　電力管理部３０は、発電電力、消費電力、買電電力、および売電電力を計測する電力計
測手段である計測装置６と太陽光発電システム用モニター装置７とを備え、計測装置６に
より計測された各電力、および後述する電力管理優先モードならびに機器制御レベルに基
づき各電気機器４などの電力負荷４０の動作制御を行うことで電力管理を行うとともに各
種情報の表示および通知を行う。特にモニター画面消灯時などの省エネモード時にも、最
低限必要な各種電力情報を、ＬＥＤ表示および音声によって通知を行う。
【００１９】
　計測装置６はパワーコンディショナ２より、パワーコンディショナ２および計測装置６
の間に配線された通信線８を介して、太陽光発電部２０で発電された電力による発電電力
情報を受信する。
【００２０】
　また、分電盤３内に装着された売買電力検出用電流センサ９は、商用電源１０と分電盤
３の間に流れる電流の値と向きを計測する。計測装置６は、売買電力検出用電流センサ９
による計測結果から、売電電力および買電電力の電力値を収集する。
【００２１】
　電力線５は、計測装置６と分電盤３とを接続する。計測装置６は、電力線５を介して、
分電盤３内の１分岐ブレーカーから配線されたコンセントに接続、あるいは１分岐ブレー
カーの二次側に直接接続されるなどにより、計測装置６自身の電源を得ている。計測装置
６は、電源の電圧値を計測し、計測された電圧値と、売買電力検出用電流センサ９によっ
て検出された電流値とに基づいた演算により、売買電力データを得ている。
【００２２】
　計測装置６は、上記で得られた発電電力と売買電力から消費電力を以下の計算により得
ている。ここで消費電力とは、太陽光発電システム用モニター装置７と、電気機器４など
の電力負荷５０によるものである。
（ａ）　売電の場合
消費電力＝発電電力－売電電力
（ｂ）　買電の場合
消費電力＝発電電力＋買電電力
【００２３】
　太陽光発電システム用モニター装置７は、計測装置６からの入力に応じて、電力量など
のデータ、あるいはグラフを表示する。計測装置６および太陽光発電システム用モニター
装置７は、互いのデータのやり取りを通信線８ｃを介して有線通信にて行う。
【００２４】
　太陽光発電システム用モニター装置７は、図２に示す表示装置７０を有する。表示装置
は表示部７０Ｎと通知表示部７０Ｉとを有する。表示部７０Ｎでは、発電電力情報、売電
電力情報、買電電力情報、および消費電力情報を表示装置７０の表示画面を構成する液晶
ディスプレイ（ＬＣＤ）７１に表示する。発電電力情報は、パワーコンディショナ２から
通信線８を介して得られる。一方、売電電力情報、買電電力情報は、売買電力検出用電流
センサ９により電力線５Ｓを介して計測装置６にて収集する。さらに、電気機器４によっ
て消費される消費電力は計測装置６によって上述の計算式に従い算出される。液晶ディス
プレイ７１への表示は表示画面構成部７００によって管理される。
【００２５】
　太陽光発電システム用モニター装置７は、商用電源１０との売買電力、太陽光発電部２
０からの電力供給および売電など、各種機器の状態を監視、制御する。太陽光発電システ
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ム用モニター装置７は、上記液晶ディスプレイ７１に発電電力情報、売電電力情報、買電
電力情報、および消費電力情報を表示する表示画面構成部７００に加えて、売買電力閾値
設定手段７０１、売買電力閾値判定手段７０２、売買電力ＬＥＤ表示手段７０３、発電電
力閾値設定手段７０４、発電電力閾値判定手段７０５、発電電力ＬＥＤ表示手段７０６、
消費電力閾値設定手段７０７、消費電力閾値判定手段７０８、消費電力ＬＥＤ表示手段７
０９、音声通知手段７１０、パワーコンディショナエラーＬＥＤ表示手段７１１を具備し
ている。
【００２６】
　売買電力閾値設定手段７０１は、売買電力閾値を設定し、売買電力閾値判定手段７０２
は計測装置６の計測結果が、売買電力閾値に対して大きいか否かを判定する。そして、売
買電力閾値判定手段７０２の判定結果は売買電力ＬＥＤ表示手段７０３に出力され、図２
とともに後述する売電表示ＬＥＤ７３および買電表示ＬＥＤ７４で表示され、通知される
。あるいは買電力閾値判定手段７０２の判定結果は音声通知部８０によって通知される。
【００２７】
　発電電力閾値設定手段７０４は、発電電力閾値を設定し、発電電力閾値判定手段７０５
は計測装置６の計測結果が、発電電力閾値に対して大きいか否かを判定する。そして、発
電電力閾値判定手段７０５の判定結果は発電電力ＬＥＤ表示手段７０６に出力され、後述
する図２の太陽光発電表示ＬＥＤ７２などの表示ＬＥＤで表示される。あるいは発電電力
閾値判定手段７０５の判定結果は音声通知部８０によって通知される。
【００２８】
　消費電力閾値設定手段７０７は、消費電力閾値を設定し、消費電力閾値判定手段７０８
は計測装置６の計測結果が、消費電力閾値に対して大きいか否かを判定する。そして、消
費電力閾値判定手段７０８の判定結果は消費電力ＬＥＤ表示手段７０９に出力され、図２
とともに後述する宅内電力消費表示ＬＥＤ７７などの表示ＬＥＤで表示される。あるいは
消費電力閾値判定手段７０８の判定結果は音声通知部８０によって通知される。
【００２９】
　音声通知手段７１０は、売買電力閾値判定手段７０２、発電電力閾値判定手段７０５、
消費電力閾値判定手段７０８の判定結果から、音声情報としてスピーカーで構成された音
声通知部８０経由で「売電が、～ｋＷを超えました」、「発電を開始しました」、「発電
電力が、～ｋＷを超えました」、「発電電力が本日ピークの～ｋＷになりました」、「消
費電力が、～ｋＷを下まわりました」、「パワーコンディショナのエラーＸＸＸＸが発生
しました」などの通知を行う。
【００３０】
　太陽光発電システム用モニター装置７は、図２に、表示装置７０の前面からの外観図を
示すように、表示画面を構成する液晶ディスプレイ７１と、４つの設定ボタン７９とを有
する通常の表示部７０Ｎと、表示部７０Ｎの消灯時などの省エネモードになっている場合
にも通知を行うための通知表示部７０Ｉとを有する。
【００３１】
　通知表示部７０Ｉは、表示部７０Ｎが、消灯時などの省エネモードになっている場合に
も通知を行うもので、太陽光発電システム用モニター装置７の通常の表示部７０Ｎの下部
に設けられており、売買電力の状態変化、発電電力の状態変化、消費電力の状態変化を、
表示部７０Ｎの液晶ディスプレイ７１消灯時にも、画面表示および音声で通知する。通知
表示部７０Ｉは、太陽光発電システムの駆動を示す太陽光発電表示ＬＥＤ７２と、売電表
示ＬＥＤ７３、買電表示ＬＥＤ７４、宅内電力消費表示ＬＥＤ７７、商用電源駆動表示Ｌ
ＥＤ７６、パワーコンディショナ２のエラー表示をするパワコンエラー表示ＬＥＤ７８、
音声通知を行う音声通知部８０とを具備している。
【００３２】
　通知表示部７０Ｉは、太陽電池モジュール、矢印、家、などの透光性あるいは半透光性
の像を有するパネルで構成され、背面側は図示しない隔壁で分離され、隔壁で囲まれた各
室内に、ＬＥＤなどの発光素子が配置されてなるものである。発光素子のオンオフを行う
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ことで、正面側から見ると、オン時には背面側のＬＥＤの点灯により半透過性のパネルを
介してカラーの像が表示され、情報通知がなされるようになっている。オフ時には背面か
らの光がないため、黒く何も表示のないパネルがみえるだけである。
【００３３】
　太陽光発電表示ＬＥＤ７２は、太陽光発電システムの駆動すなわち、太陽光発電がおこ
なわれているか否かを表示するもので、図３（ａ）に示すように、発電時には黄色ＬＥＤ
で表示された太陽電池アレイ像が点滅することで、発電状態であることを通知する。太陽
光発電表示ＬＥＤ７２は常時ではなく、１０分毎とするなどあらかじめ決めておいた時間
間隔で表示するようにしてもよい。表示のタイミングについては後で説明する。
【００３４】
　商用電源駆動表示ＬＥＤ７６は、商用電源が通電可能状態であるか否か、すなわち停電
であるか否かを表示するもので、通電可能状態であるときは青色ＬＥＤで表示された交流
マークが点灯する。商用電源駆動表示ＬＥＤ７６についても常時ではなく、停電時のみ赤
色ＬＥＤで表示された交流マークが点滅するようにしてもよい。
【００３５】
　売電表示ＬＥＤ７３は、図３（ｂ）に示すように、太陽光発電表示ＬＥＤ７２側から商
用電源駆動表示ＬＥＤ７６側に向かう緑色ＬＥＤからなる矢印が点滅することで売電を通
知するようになっている。売電表示ＬＥＤ７３による通知のタイミングは売電閾値設定画
面で売電閾値を超えた場合に通知するように設定されている。上記通知のタイミングにつ
いては後で説明する。
【００３６】
　買電表示ＬＥＤ７４は、図３（ｃ）に示すように、商用電源駆動表示ＬＥＤ７６側から
宅内電力消費表示ＬＥＤ７７側に向かう赤色ＬＥＤからなる矢印が点滅することで買電を
通知するようになっている。買電表示ＬＥＤ７４による通知のタイミングは買電閾値設定
画面で買電閾値を超えた場合に通知するように設定されている。上記通知のタイミングに
ついても後で説明する。
【００３７】
　宅内電力消費表示ＬＥＤ７７は、エアコンなどの電気機器を使用しているとき赤色ＬＥ
Ｄからなる家マークあるいはディスプレイマークが表示されることで、電力消費中である
ことを通知する。宅内電力消費表示ＬＥＤ７７は常時ではなく、１０分毎とするなどあら
かじめ決めておいた時間間隔で表示するようにしてもよい。あるいは常時オフにできるよ
うにしてもよい。
【００３８】
　パワコンエラー表示ＬＥＤ７８は、パワーコンディショナ２にエラーが生じたとき、赤
色ＬＥＤが点滅することでパワコンエラーを表示する。
【００３９】
　音声通知を行う音声通知部８０は、「売電が、～ｋＷを超えました」、「発電を開始し
ました」、「発電電力が、～ｋＷを超えました」、「発電電力が本日ピークの～ｋＷにな
りました」、「消費電力が、～ｋＷを下まわりました」、「パワーコンディショナのエラ
ーＸＸＸＸが発生しました」などの音声でスピーカーを通じて通知を行う。
【００４０】
　太陽光発電システム用モニター装置７の売買電力閾値設定手段７０１を用い、図４に示
す売買電力閾値設定画面にてユーザーは予め売買電力の閾値を複数設定することができる
。図４の表示では売電電力の閾値を閾値１、閾値２、閾値３の３個表示、買電電力の閾値
を閾値１、閾値２、閾値３の３個設定して表示できるようになっている。
【００４１】
　また太陽光発電システム用モニター装置７の発電電力閾値設定手段７０４を用い、図５
に示す発電電力閾値設定画面にてユーザーは予め発電電力の閾値を複数設定することがで
きる。図５の表示では発電電力の閾値を閾値１、閾値２、閾値３の３個設定して表示する
とともに、ピーク通知最小間隔を表示できるようになっている。
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【００４２】
　また太陽光発電システム用モニター装置７の消費電力閾値設定手段７０７を用い、図６
に示す消費電力閾値設定画面にてユーザーは予め消費電力の閾値を複数設定することがで
きる。図６の表示では消費電力の閾値を閾値１、閾値２、閾値３の３個設定して表示する
。
【００４３】
　次に、本実施の形態の太陽光発電システムの動作について太陽光発電システム用モニタ
ー装置７の動作を中心に説明する。まず、売買電力の状態変化に対応する通知方法につい
て説明する。図７は、図４に示す画面であらかじめ閾値を設定した売買電力の状態変化に
対応する通知方法を示すフローチャートである。本実施の形態では、常に売買電力を監視
しておき、売電か買電のどちらであるかを判定した後、売買電力閾値判定手段７０２によ
り閾値を超えたと判定した場合に、表示装置７０の通知表示部７０Ｉで通知表示を行うも
のである。売買電力ＬＥＤ表示手段７０３においてＬＥＤの点滅速度を変え、音声通知手
段７１０において「売電電力が～ｋＷを超えました」という音声を発して通知する。売買
電力ＬＥＤ表示手段７０３のＬＥＤ点滅速度は売買電力の値が大きくなればなるほど速く
する。
【００４４】
　まず、計測装置６は、売買電力検出用電流センサ９により常に売買電力を検出し、監視
する(ステップＳ１)。電流方向により、売電か買電のどちらであるかを判定する(判定ス
テップＳ２)。判定ステップＳ２で売電であると判定し、判定ステップＳ３で売電電力が
閾値を超えたか否かの判定がなされる。判定ステップＳ３で売電電力が閾値を超えたと判
定されると、売買電力閾値判定手段７０２により図４における左列の売電電力閾値につい
て各閾値を超えたと判定した場合ごとに、表示装置７０の通知表示部７０Ｉで売電表示Ｌ
ＥＤ７３においてＬＥＤの点滅速度を変える(ステップＳ４)通知表示を行う。そして音声
通知部８０においてスピーカーを介して「売電が、～ｋＷを超えました」との音声通知を
行う(ステップＳ５)。そして監視ステップＳ１に戻る。
【００４５】
　一方、判定ステップＳ３で売電電力が閾値を超えていないと判定されると、通知はせず
、ステップＳ１に戻る。
【００４６】
　また、判定ステップＳ２で買電であると判定し、判定ステップＳ６で買電電力が閾値を
超えたか否かの判定がなされる。判定ステップＳ６で買電電力が閾値を超えたか否かとの
判定は、売買電力閾値判定手段７０２により図４における右列の買電電力閾値において閾
値を超えたか否かとの判定に相当する。判定ステップＳ６で閾値を超えたと判定された場
合に、表示装置７０の通知表示部７０Ｉで買電表示ＬＥＤ７４においてＬＥＤの点滅速度
を変える(ステップＳ７)通知表示を行う。そして音声通知部８０においてスピーカーを介
して「買電が、～ｋＷを超えました」との音声通知を行う（ステップＳ８)。そして監視
ステップＳ１に戻る。
【００４７】
　一方、判定ステップＳ６で買電電力が閾値を超えていないと判定されると、通知はせず
、ステップＳ１に戻る。
【００４８】
　なお、売電表示ＬＥＤ７３および買電表示ＬＥＤ７４におけるＬＥＤの点滅（以降で説
明する別のＬＥＤも含む）などの通知表示部７０Ｉの通知および音声通知（以降で説明す
る音声通知も含む）は、常に行う、常に行わない、あらかじめ決めておいた時間間隔毎に
行う、画面が消灯している時のみ行う、のいずれかからユーザーがそれぞれ選択すること
ができる。また、３段階の閾値について閾値ごとに順次、Ｓ３からＳ５およびＳ６からＳ
８のフローを同様に実行するが、ここでは１回のみとし、残りの閾値についてのフローを
省略した。
【００４９】
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　次に、発電電力の状態変化に対応する通知方法について説明する。図８は、図５に示す
画面であらかじめ閾値を設定した売買電力の状態変化に対応する通知方法を示すフローチ
ャートである。太陽光発電システム用モニター装置７の発電電力閾値設定手段７０４によ
り、図５に示す発電電力閾値設定画面にてユーザーは予め発電電力の閾値、および発電ピ
ーク通知最小間隔を設定することができる。
【００５０】
　図８に示す発電電力の状態変化に対応する通知フローに従い、常に発電電力を監視して
おき、発電電力閾値判定手段７０５により発電開始、停止、または閾値を超えたと判定し
た場合は、発電電力ＬＥＤ表示手段７０６においてＬＥＤの点滅速度を変え、音声通知手
段７１０において「発電を開始しました」、「発電を停止しました」、「発電電力が～ｋ
Ｗを超えました」などの音声を発して通知する。本実施の形態では、発電電力ＬＥＤ表示
手段７０６のＬＥＤ点滅速度は発電電力の値が大きくなればなるほど速くする。また、引
き続き、発電電力が本日のピークに達したと判定した場合は、音声通知手段７１０におい
て「発電電力が本日ピークの～ｋＷになりました」などの音声を発して通知する。
【００５１】
　まず、計測装置６は、パワーコンディショナ２により常に発電電力を検出し、監視する
(ステップＳ１１)。通信線８を介して計測装置６に送信される発電電力データにより、発
電が開始、停止または発電電力が閾値を超えたか否かを判定する(判定ステップＳ１２)。
判定ステップＳ１２で、発電電力閾値判定手段７０５により図５における発電電力閾値に
ついて発電電力が閾値を超えたと判定した場合に、表示装置７０の通知表示部７０Ｉで太
陽光発電表示ＬＥＤ７２においてＬＥＤの点滅速度を変える通知表示を行う(ステップＳ
１３)。図３（ａ）に太陽光発電表示ＬＥＤ７２による通知表示を示す。そして音声通知
部８０においてスピーカーを介して「発電電力が、～ｋＷを超えました」との音声通知を
行う(ステップＳ１４)。
【００５２】
　そして、通信線８を介して計測装置６に送信される発電電力データにより、発電電力が
本日ピークであるか否かを判定する(判定ステップＳ１５)。判定ステップＳ１５は、本日
ピークであると判定されると図５におけるピーク通知最小間隔閾値においてピーク通知最
小間隔閾値を超えたか否かを判定する。ピーク通知最小間隔閾値を超えたと判定した場合
に、表示装置７０の音声通知部８０においてスピーカーを介して「発電電力が本日ピーク
の～ｋＷになりました」との音声通知を行う(ステップＳ１６)。そして監視ステップＳ１
１に戻る。
【００５３】
　一方判定ステップＳ１２で発電が開始でもなく、停止でもなく、発電電力が閾値を超え
ていないと判定されると、通知はせず、判定ステップＳ１５に進み、発電電力が本日ピー
クであるか否かの判定を行う。
【００５４】
　また、判定ステップＳ１５で、ピーク通知最小間隔閾値を超えていないと判定した場合
には、監視ステップＳ１１に戻る。
【００５５】
　なお、発電ピークの音声通知について、日射が継続的に増加する時間帯において、監視
の間隔が短いと通知が連続して多数回行われることになる。通知が連続して多数回行われ
る現象を避けるために、前回のピーク通知から、発電電力閾値設定手段７０４で設定した
発電ピーク通知最小間隔を経過していない場合は通知をしないこととする。また、発電電
力閾値設定手段７０４で設定した３段階の閾値について閾値ごとに順次、Ｓ１２からＳ１
４のフローを同様に実行するが、ここでは１回のみとし、残りの閾値についてのフローを
省略した。
【００５６】
　次に、消費電力の状態変化に対応する通知方法について説明する。図９は、図６に示す
画面であらかじめ閾値を設定した消費電力の状態変化に対応する通知方法を示すフローチ



(11) JP 2016-10242 A 2016.1.18

10

20

30

40

50

ャートである。太陽光発電システム用モニター装置７の消費電力閾値設定手段７０７によ
り、図６に示す消費電力閾値設定画面にてユーザーは予め消費電力の閾値を設定すること
ができる。
【００５７】
　図９に示す消費電力の状態変化に対応する通知フローに従い、常に消費電力を監視して
おき、消費電力閾値判定手段７０８により閾値を超えたと判定した場合は、消費電力ＬＥ
Ｄ表示手段７０９においてＬＥＤの点滅速度を変え、音声通知手段７１０において「消費
電力が～ｋＷを下回りました」などの音声を発して通知する。消費電力ＬＥＤ表示手段７
０９のＬＥＤ点滅速度は消費電力の値が大きくなればなるほど速くする。
【００５８】
　まず、計測装置６は、売買電力と発電電力とから、消費電力を算出し、監視する(ステ
ップＳ２１)。ここでは、通信線８を介して計測装置６に送信される発電電力データと、
売買電力検出用電流センサ９により電力線５Ｓを介して送信される売買電力データとから
、計測装置６で、消費電力が算出される。そして消費電力が閾値を超えたか否かを判定す
る(判定ステップＳ２２)。判定ステップＳ２２で、消費電力閾値判定手段７０７により図
６における消費電力閾値において消費電力が閾値を超えたと判定した場合に、表示装置７
０の通知表示部７０Ｉで宅内電力消費表示ＬＥＤ７７においてＬＥＤの点滅速度を変える
(ステップＳ２３)通知表示を行うものである。そして音声通知部８０においてスピーカー
を介して「消費電力が、～ｋＷを超えました」との音声通知を行う(ステップＳ２４)。通
知後、監視ステップＳ２１に戻る。
【００５９】
　一方判定ステップＳ２２で消費電力が閾値を超えていないと判定された場合には、監視
ステップＳ２１に戻る。また、消費電力閾値設定手段７０７で設定した３段階の閾値につ
いて閾値ごとに順次、Ｓ２２からＳ２４のフローを同様に実行するが、ここでは１回のみ
とし、残りの閾値についてのフローを省略した。
【００６０】
　次に、パワーコンディショナエラーに対応する通知方法について説明する。図１０は、
パワーコンディショナエラーに対応する通知方法を示すフローチャートである。
【００６１】
　また、図１０に示すパワーコンディショナエラーに対応する通知フローに従い、常にパ
ワーコンディショナエラーを監視しておき、パワーコンディショナ２のエラー通知手段２
１によってパワーコンディショナエラーが通知された場合は、パワーコンディショナエラ
ーＬＥＤ表示手段７１１においてＬＥＤを点滅させ、音声通知手段７１０において「パワ
ーコンディショナのエラーＸＸＸＸが発生しました」などの音声を発して通知する。
【００６２】
　まず、計測装置６は、パワーコンディショナに内蔵されているエラー通知手段２１によ
って、パワーコンディショナを常に監視する(ステップＳ３１)。ここでは、通信線８を介
して計測装置６に送信されるエラー通知手段２１からのエラーデータを監視し、パワーコ
ンディショナエラーが発生したか否かを判定する(判定ステップＳ３２)。判定ステップＳ
３２で、計測装置６がパワーコンディショナエラーが発生したと判定した場合に、表示装
置７０の通知表示部７０Ｉでパワーコンディショナエラー表示ＬＥＤ７８においてＬＥＤ
を点滅させ(ステップＳ３３)、通知表示を行うものである。そして音声通知部８０におい
てスピーカーを介して「パワーコンディショナエラーＸＸＸＸが、発生しました」との音
声通知を行う(ステップＳ３４)。通知後、監視ステップＳ３１に戻る。
【００６３】
　一方判定ステップＳ３２でパワーコンディショナエラーが発生していないと判定された
場合には、ＬＥＤを消灯させ(ステップＳ３５)、監視ステップＳ３１に戻る。
【００６４】
　計測装置６は、上述のようにして得られた発電電力、消費電力、および売買電力のデー
タを、太陽光発電システム用モニター装置７に送信し、点灯時すなわち、表示装置７０が
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オンであるときは、表示部７０Ｎの液晶ディスプレイ７１にデータが表示される。消灯時
すなわち、表示装置７０がオフであるときにも、上述の処理が実行され通知表示部７０Ｉ
で各表示ＬＥＤ７２～７８および音声通知部８０が作動し、売買電力の状態変化、発電電
力の状態変化、消費電力の状態変化を、目視および音声で通知することができる。
【００６５】
　上記のようにして消費電力の大きい、液晶ディスプレイ７１をオンにすることなく、通
知が必要な場合には通知をすることができる。ＬＥＤ表示は、消費電力が小さいうえ、遠
くからでもよく見えるため、太陽光発電システム用モニター装置自体の消費電力を抑え、
モニター画面の寿命を保持したうえで、太陽光発電システム用モニター装置の前にいなく
ても常に各種電力情報あるいは太陽光発電システムの状態をユーザーに通知することがで
きる。
【００６６】
　なお、図１に示す例では、計測装置６には、分電盤３の売買電力検出用電流センサ９の
出力から電流データが供給される。また、計測装置６は、分電盤３から分岐ブレーカー３
ｅを介して電力供給されているので、分電盤３から分岐ブレーカー３ｅを介して供給され
る供給電力の電圧値を計測し、上記電圧値と上記電流データとの演算により、売買電力デ
ータを得ている。同様に、太陽光発電部２０の出力電圧値、電気負荷４０への供給電圧値
、系統電圧値をそれぞれ検出し、それぞれ対応する電流データとの演算によって各電力値
を算出する構成であってもよいし、各交流電圧値を検出することなく、予め設定した値を
用いて、各電力値を算出するようにしてもよく、各電力値の算出手法により本発明が限定
されるものではないことはいうまでもない。
【００６７】
　太陽光発電システム用モニター装置７は、計測装置６との間で通信線を介して接続され
ているが、太陽光発電システム用モニター装置７、計測装置６および電気負荷４０との間
で有線ＬＡＮなどの有線通信システムもしくは無線ＬＡＮなどの無線通信システムを用い
て通信を行う送受信手段を備えていてもよい。また、太陽光発電システム用モニター装置
７は、計測装置６から送信された発電電力、消費電力、および売買電力等のデータ、グラ
フ等を表示する表示装置７０を備えている。表示装置７０としては、例えば、液晶ディス
プレイ７１（ＬＣＤ）等を備えた表示部７０Ｎと通知表示部７０Ｉとで構成される。表示
部７０Ｎとしては、例えば、液晶ディスプレイ上に静電式あるいは感圧式のタッチパネル
を用いた構成であってもよく、表示装置７０の構成により本実施の形態が限定されるもの
ではないことはいうまでもない。
【００６８】
　また、太陽光発電システム用モニター装置７の通知表示部７０Ｉについては、前記実施
の形態に限定されるものではなく、単に状態を説明する説明表示を貼り付けた表示ランプ
を配列しただけでもよく、消費電力の少ない表示方法であればよい。
【００６９】
　本実施の形態では、太陽光発電システム用モニター装置７は、送受信手段を介して電気
機器４などの電気負荷４０との間で通信を行うことができる。これにより、各電気機器４
の状態、たとえば、電気機器４がエアコンである場合には、運転、停止などの運転状態、
冷房、暖房、除湿、送風などの運転モード、設定温度、室内温度等を含む機器運転情報を
入手すると共に、運転状態、運転モード、設定温度等を変更、つまり、各電気機器４など
の電力負荷４０の動作制御などに連動して、通知表示部を動作させるようにしてもよい。
また、通知表示部７０Ｉの通知および音声通知は、常に行う、常に行わない、あらかじめ
決めておいた時間間隔毎に行う、画面が消灯している時のみ行うの、４つの選択肢のいず
れかから選択するだけでなく、室内の電気機器の使用状態により、室内に人がいるか否か
、就寝中か否かなどを判断し、自動的に通知表示が起動するようにしてもよい。具体的に
は、エアコン、照明器具の自動点灯装置など、人感センサを用いて自動制御を行うような
電気機器に接続し、エアコン、照明器具などに連動して起動することで、容易に制御可能
である。



(13) JP 2016-10242 A 2016.1.18

10

20

30

40

50

【００７０】
　なお前記実施の形態において、通知表示部７０Ｉは、表示部７０Ｎが消灯状態など、省
エネモードを含む、非表示状態の場合に、電力情報の変化を検知し、ユーザーに通知する
ものであるが、表示部が表示状態の場合にも通常は動作を続行する。しかしながら、表示
部７０Ｎが表示状態の場合に、電力情報の変化を検知し、ユーザーに通知するという動作
を停止するようにしてもよい。
【００７１】
　また、前記実施の形態では、計測装置６および太陽光発電システム用モニター装置７は
、互いのデータのやり取りを有線通信にて行うようにしたが、屋内のＬＡＮを使った無線
通信とすることも可能である。
【００７２】
　また、計測装置、太陽光発電システム用モニター装置、パワーコンディショナ、各電気
機器間の通信手段として、有線通信を用いる他、無線ＬＡＮブルートゥース（Ｂｌｕｅｔ
ｏｏｔｈ（登録商標））などの無線ＬＡＮ、有線ＬＡＮ、電力線搬送等の通信手段を用い
ても同様に実現可能であることはいうまでもない。
【００７３】
　また、前記実施の形態では、電力負荷を、住宅内の各電気機器として、説明したが、例
えば、住宅外の照明機器等、他の電気機器に対して適用することも可能である。
【００７４】
　また、前記実施の形態では、太陽光発電システム用モニター装置が電力計測手段である
計測装置と別体として構成されている例について説明したが、太陽光発電システム用モニ
ター装置と電力計測手段とが一体化された構成であってもよいことはいうまでもない。
【００７５】
　さらに、閾値を３段階で設定したが、１段、２段あるいは４段以上であっても良いこと
はいうまでもない。しかし、あまり多数段とすると、通知回数が増え、電力消費量の増大
にもつながる場合がある。
【００７６】
　通知対象とする電力情報についても、前記実施の形態で説明した売買電力情報、発電電
力情報、および消費電力情報に限定されるものではなく、上記情報のうち一つの情報だけ
でもよいことはいうまでもない。また、あらかじめユーザーの設定により、売買電力閾値
設定手段７０１、発電電力閾値設定手段７０４、消費電力閾値設定手段７０７のいずれか
を選択し、選択した設定手段にのみ閾値を設定し、他の設定手段は閾値を十分に大きな値
にするか設定しないなどの選択設定により、通知を必要とする情報を選択しておくように
してもよい。
【００７７】
　加えて、前記実施の形態では太陽光発電システムについて説明したが、水力発電、風力
発電などの分散電源で発電した電力を商用電源に連系すると共に、分散電源あるいは商用
電源から住宅内の各電気機器に電力供給する、種々の発電システムに適用可能である。
【００７８】
　以上説明したように、本実施の形態の太陽光発電システム用モニター装置によれば、各
種電力情報があらかじめ決められた条件を満たした場合、表示部が非表示状態である場合
にも、各種電力情報をユーザーに通知する通知部を備えている。かかる構成により、モニ
ター画面消灯時などの省エネすなわち消費エネルギー節減モード時にも、最低限必要な各
種電力情報を、通知することで、太陽光発電システム用モニター装置自体の消費電力を抑
えることができる。そして、モニター画面の寿命を長く保ち、モニター画面の前にいなく
ても各種電力情報の状態をユーザーに通知することができる。なお通知部は、表示部が非
表示状態の場合に、電力情報の変化を検知し、ユーザーに通知するものであるが、表示部
が表示状態の場合にも通常は動作を続行する。しかしながら、表示部が表示状態の場合に
、電力情報の変化を検知し、ユーザーに通知するという動作を停止するようにしてもよい
。
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【００７９】
　また、表示部が、太陽光発電部あるいは商用電源から得られる電力情報に基づいて表示
画面を構成する表示画面構成部で表示情報が構成され、通知部は、通知すべき電力情報の
閾値を設定する閾値設定手段と、太陽光発電部あるいは商用電源から得られる電力情報が
、閾値を超えているか否かの判定を行う閾値判定手段と、閾値判定手段の判定結果に従い
、電力情報を通知する通知表示部を備えることで、各種電力情報の状態を効率よくユーザ
ーに通知することができる。
【００８０】
　また、電力情報が、売買電力情報、発電電力情報、および消費電力情報の少なくとも一
つを含むことで、ユーザーの必要とする情報を効率よく通知することができる。
【００８１】
　また、通知部がさらにパワーコンディショナの状態に変化があった場合に、ユーザーに
通知する機能を有することで、パワーコンディショナのエラー表示をいち早く知ることが
できる。
【００８２】
　また、通知表示部が、ＬＥＤの点灯、点滅によって表示を行うことで、消費電力の増大
を抑制し、遠くからでも検知することのできる情報通知を実現することができる。
【００８３】
　また、通知表示部が、音声によってユーザーへ通知する音声通知部を含むことで、モニ
ター画面の前にいなくても消費電力の増大を抑制し、遠くからでも検知することのできる
情報通知を実現することができる。
【００８４】
　また、売買電力の状態変化の閾値を設定する売買電力閾値設定手段と、設定された閾値
を元に売買電力の閾値を超えたことを判定する売買電力閾値判定手段と、売電か買電か及
び程度を示す売買電力ＬＥＤ表示手段と、発電電力の状態変化の閾値を設定する発電電力
閾値設定手段、設定された閾値を元に発電電力の閾値を超えたことを判定する発電電力閾
値判定手段、発電しているか及び閾値を超えたことを示す発電電力ＬＥＤ表示手段と、消
費電力の状態変化の閾値を設定する消費電力閾値設定手段と、設定された閾値を元に消費
電力の閾値を超えたことを判定する消費電力閾値判定手段と、電力を消費しているか及び
程度を示す消費電力ＬＥＤ表示手段と、売買電力、発電電力、消費電力の状態が変化した
ことを通知するための音声通知手段とを有することで、確実にユーザーが知りたい電力情
報を通知することができる。
【産業上の利用可能性】
【００８５】
　以上のように、本発明にかかる太陽光発電システム用モニター装置および太陽光発電シ
ステムは、消費電力の増大を抑制しつつも情報通知を可能にする場合に有用であり、特に
、宅内太陽光発電システムに適している。
【符号の説明】
【００８６】
　１　太陽電池アレイ、２　パワーコンディショナ、３　分電盤、４　電気機器、５，５
Ｓ　電力線、６　計測装置、７　太陽光発電システム用モニター装置、８，８ｃ　通信線
、９　売買電力検出用電流センサ、１０　商用電源、２０　太陽光発電部、２１　エラー
通知手段、２２　出力線、３０　電力管理部、４０　電力負荷、７０　表示装置、７０Ｉ
　通知表示部、７０Ｎ　表示部、７１　液晶ディスプレイ、７２　太陽光発電表示ＬＥＤ
、７３　売電表示ＬＥＤ、７４　買電表示ＬＥＤ、７６　商用電源駆動表示ＬＥＤ、７７
　宅内電力消費表示ＬＥＤ、７８　パワコンエラー表示ＬＥＤ、７００　表示画面構成部
、７０１　売買電力閾値設定手段、７０２　売買電力閾値判定手段、７０３　売買電力Ｌ
ＥＤ表示手段、７０４　発電電力閾値設定手段、７０５　発電電力閾値判定手段、７０６
　発電電力ＬＥＤ表示手段、７０７　消費電力閾値設定手段、７０８　消費電力閾値判定
手段、７０９　消費電力ＬＥＤ表示手段、７１０　音声通知手段、７１１　パワーコンデ
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ショナーエラーＬＥＤ表示手段。
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